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第４回定例会会議録 

 

平成２０年１２月 ５日（金） 

開  会  午前１０時００分 

 

－－－日程第１ 開会宣言－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） あらためまして、おはようございます。 

 これより、平成２０年第４回御代田町議会定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は１３名、全員の出席であります。 

 理事者側でも全員の出席であります。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

－－－諸般の報告－－－ 

 日程に入るに先立ち、事務局長に諸般の報告をさせます。 

 荻原謙一議会事務局長。 

（議会事務局長 荻原謙一君 登壇） 

〇議会事務局長（荻原謙一君） 書類番号１をご覧いただきたいと思います。 

 諸般の報告 

 平成２０年１２月５日 

 １．本定例会に別紙配布のとおり町長から議案１４件が提出されています。 

 ２．監査委員より監査報告が別紙のとおりありました。 

 ３．本定例会に別紙配布した陳情文書表のとおり、陳情６件が提出され、受理し

ました。 

 ４．本定例会に説明のため、町長ほか関係者に出席を求めました。 

 ５．本定例会における一般通告質問者は、武井 武議員他６名であります。 

 ６．閉会中における報告事項は別紙のとおりです。 

 次のページからは監査委員からの定例監査、例月出納検査報告書でございますの

で、後ほどご覧をいただきたいと思います。 

 また、閉会中の報告事項につきましては、全員協議会の折りに報告させていただ
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きますので、この場においては省略させていただきます。以上でございます。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上をもって、諸般の報告を終わります。 

 

－－－日程第２ 会期決定－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第２ 会期決定の件を議題といたします。 

 本定例会の会期は、あらかじめ議会運営委員会を開催し、審議してございますの

で、議会運営委員長より報告を求めます。 

 朝倉謙一議会運営委員長。 

（議会運営委員長 朝倉謙一君 登壇） 

〇議会運営委員長（朝倉謙一君） あらためまして、おはようございます。 

 それでは報告をいたします。 

 去る１１月２８日、午前１０時より、議会運営委員会を開催し、平成２０年第４

回御代田町議会定例会に提出予定の議案、陳情、一般質問等について、審議日程等

を検討したので、その結果を報告いたします。 

 本定例会に町長から提案されます案件は、人事案１件、条例案２件、予算案８件、

事件案３件、計１４件であります。 

 ９月定例会以降提出されました陳情は６件で、受理と決定いたしました。 

 会期は、本日より１２月１５日までの１１日間とすることに決定をいたしました。 

 次に、審議日程につきましては、書類番号１の最後をご覧いただきたいと思いま

す。 

 それでは説明いたします。 

 平成２０年第４回御代田町定例会議会定例会会期及び審議予定表 

 日時・月日・曜日・開議時刻・内容 

 第 １日目 １２月 ５日 金曜日 午前１０時   開会 

                          会期の決定 

                          諸般の報告 

                          会議録署名議員の指名 

                          町長招集のあいさつ 

                          議案上程 

                          議案に対する質疑 
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                          議案の委員会付託 

 第 ２日目 １２月 ６日 土曜日         議案の調査 

 第 ３日目 １２月 ７日 日曜日         議案の調査 

 第 ４日目 １２月 ８日 月曜日 午前１０時   一般質問 

 第 ５日目 １２月 ９日 火曜日 午前１０時   一般質問 

 第 ６日目 １２月１０日 水曜日 午前１０時   常任委員会 

 第 ７日目 １２月１１日 木曜日 午前１０時   常任委員会 

                          特別委員会 

 第 ８日目 １２月１２日 金曜日 午前１０時   全員協議会 

 第 ９日目 １２月１３日 土曜日         休会 

 第１０日目 １２月１４日 日曜日         休会 

 第１１日目 １２月１５日 月曜日 午前１０時   委員長報告 

                          質疑・討論・採決 

                          閉会 

 常任委員会開催日程 

  総務福祉文教常任委員会 

       １２月１０日 水曜日 午前１０時   大会議室 

       １２月１１日 木曜日 午前１０時   大会議室 

  町民建設経済常任委員会 

       １２月１０日 水曜日 午前１０時   議場 

       １２月１１日 木曜日 午前１０時   議場 

 特別委員会開催日程 

  苗畑跡地有効活用特別委員会 

       １２月１１日 木曜日 午後１時３０分 大会議室 

  廃棄物対策特別委員会 

       １２月１１日 木曜日 午後３時３０分 第３会議室 

 全員協議会開催日程 

       １２月１２日 金曜日 午前１０時   大会議室 

 以上で報告を終わります。 

〇議長（内堀千恵子君） ただいま、議会運営委員長から報告のありましたとおり、本日
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より１２月１５日までの１１日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は本日より１２月１５日までの１１日間と決しました。 

 

－－－日程第３ 会議録署名議員の指名－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第３ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、議長において 

 １１番 荻原達久議員 

 １２番 内堀恵人議員 

を指名いたします。 

 

－－－日程第４ 町長招集あいさつ－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第４ 議会招集のあいさつを求めます。 

 茂木祐司町長。 

（町長 茂木祐司君 登壇） 

〇町長（茂木祐司君） あらためまして、おはようございます。 

 議員の皆さまには、年末を迎えて時節柄大変お忙しい中にもかかわらず、全員の

ご出席をいただき、議会が開会できますことに、まずもって心より御礼を申し上げ

ますとともに、町行政に対するご理解、ご支援とご協力を切にお願いを申し上げる

次第であります。 

 まず最初に、世界と日本の政治経済の動向についてでありますが、これは毎日の

ように新聞に報道されておりますように、アメリカのサブプライムローン問題から

始まり、リーマンブラザーズの経営破綻などが引き金となって、これまで想定でき

なかった規模での金融危機が世界を震撼させております。これによって、日本の経

済動向は世界的な不況の影響を受けて円高、株安が進み、製造業など輸出関連産業

に大きく依存していた日本経済は、大きな打撃を受け、自治体経済としても弱体化

が進みつつあり、不況のいっそうの進行が心配されるところであります。 

 民間調査機関によりますと、全国の企業倒産件数は、前年同月比で１３．７％増
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の１，２３１件、負債総額は２．２２倍に増加しています。また、今年の上場企業

の倒産は３０社に達し、２００２年の２９社を抜いて戦後最多を更新しております。

さらに大企業でも工場の生産休止や冬のボーナスのカット、派遣など非正規の従業

員に対する大規模な人員整理、新規採用の内定取り消しなど、不況は更に進行し、

国民の暮らしはいっそう厳しくなる危険性が、現実のものとなりつつあります。こ

うした世界的規模での金融危機に、今後どのように対処すべきなのかが、国際的に

問われています。 

 Ｇ２０金融サミットが開かれて対応策が議論されましたが、この中で首脳宣言を

読んでみると、注目すべき点は、すべての金融市場、商品、参加者が適切に規制さ

れ、監督の対象になるということで、規制強化の方向に踏み出そうという方向性が

出てきたことだと私は感じています。 

 こうしたサミットが成果を出せるかはまだ疑問ですが、いずれにしましても、御

代田町の企業につきましても、これまで好調な業績で推移をしてきましたが、今後

はどのように推移していくのか、きわめて不透明な状況に陥っておりますので、私

たちは世界の動向と日本の政治経済の動向をしっかり見極めて、政策を進めなけれ

ばならないと考えております。 

 もう１つ注目すべき点は、日本の政治の動きであります。 

 先ごろ開かれた全国町村長大会では、各地の町村長から、地方を切り捨てる国政

のあり方、政府への不満など、厳しい意見が出されました。 

 主な意見としては、景気対策として有効なものが出ないだけでなく、「市町村に

定額給付金の支給方法を丸投げする迷走ぶりだ」という意見や、「二大政党制にな

りながら、事は政局絡みでしか動かない」「国政は全く機能不全に陥っている」と

いうような意見が出され、道州制についても、「絶対反対」という特別決議を上げ

るなど、政府への批判が集中した大会になりました。 

 このような政治の混迷の中で、御代田町としてどのように不況対策に取り組むの

かを考えてきました。国や県が何らかの対策を打ち出してくるだろうと期待をして

いましたが、一向に効果的な対策が打ち出されない状況にありました。そこで、御

代田町では緊急の不況対策として、国・県の融資制度資金のうち、運転資金の借り

入れをした場合、１，０００万円を上限に貸付利率の１％分を３年間利子補給を行

うことで、経営の安定化を図ろうとする目的で、利子補給制度を実施することを決
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め、１２月１日から開始しました。これは、町内の業者が年末の資金繰りができる

ように配慮した点が重要でありまして、１２月議会の議決をいただいてからの事業

実施では、年末融資の締切が１２月２２日までとなっているため、実際には年末の

資金繰りに間に合わなくなってしまい、年越しができないということになってしま

いますので、予備費からの対応とさせていただきました。当面は２０１０年３月ま

での１６カ月間の時限立法といたしますが、町としましては、今後の経済情勢の変

動に機敏に対応してまいりたいと考えております。 

 また、高齢者の方々にこの寒い冬を暖かく過ごしていただきたいとの思いで、福

祉灯油を今年も実施いたします。７５歳以上の方々へのタクシー利用の補助事業も

好評をいただいておりますが、町としては不況対策とあわせて、長年ご苦労をいた

だいた高齢者の方々に深く感謝し、安心して暮らしていただける施策の実行に努め

てまいりたいと考えております。 

 さらに、今後町として考えている不況対策としましては、町が計画をしている公

共事業などの実施を、可能な限り早めて進めることで、土木、建設などの業者の経

営を支援しようとするものです。 

 また、不況のもとで町民の皆さまの暮らしの下支えを進めるという趣旨での子育

て支援策や、福祉にかかわる事業を充実させるよう新年度予算案の策定を進めてい

るところでもあります。 

 いずれにいたしましても、町としましては、多様化する住民ニーズを的確に把握

し、社会情勢の変化に即応した対策を、地域経済や雇用の安定化の面からも従来に

もまして早め早めに進めてまいりたいと考えております。町民の皆さまの要望など

を直接現場で聞いておられる議会の皆さまからの具体的な不況対策の提案がござ

いましたら、是非お聞かせいただければ、検討させていただきますので、ご協力を

よろしくお願いをいたします。 

 次に御代田町が小諸市・軽井沢町と進めてきました浅間山麓苗畑跡地へのごみ焼

却場建設計画は、私の選挙公約に基づいて中止をしました。もともとこの共同事業

につきましては、本来契約書として明記されていなければならない違約金について

の記載がなく、事業が完成できなかった場合や、どこかの自治体が計画から離脱す

る場合などの取り決めがありませんでしたので、こうした場合には、それぞれの当

事者間で協議をして結論を出すというのが民法上の通例であります。この考え方に
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従って、１市２町での可燃ごみ処理施設建設に関する共同事業について終了するた

め、違約金についての協議を両市町と行い、合意に至り、それぞれの議会でもご承

認をいただきましたので、ご報告を申し上げます。 

 このような形で事業の完全な終了となりましたが、これは今後も１市２町での友

好関係を継続していこうという共通の思いが根底にあり、円満な解決となりました

ことを付け加えさせていただき、ご報告申し上げる次第であります。 

 さて、本定例会に提案いたします案件は、人事案件１件、事件案３件、条例案２

件、平成２０年度一般会計・特別会計補正予算案８件、合わせて１４件の提案であ

ります。 

 提案いたします議案の概要を申し上げます。 

 人事案件につきましては、固定資産評価審査委員の任命、事件案につきましては、

町営住宅の明け渡し使用料請求に伴う訴えの提起、一部事務を組織する市町村の減

少２件、条例案につきましては、御代田町公告式条例の一部改正、御代田町高額療

養費つなぎ資金貸付基金の廃止です。 

 次に平成２０年度一般会計補正予算の概要ですが、総額から歳入、歳出、それぞ

れ７，６８２万１，０００円を減額し、合計５０億６，１０５万５，０００円とす

るものであります。 

 歳入の主な内容は、個人町民税の税源移譲による所得税と住民税の基礎控除などの

差額が確定し１，７１３万７，０００円の増額、普通交付税額確定に伴い８，９９１

万５，０００円の減額、国庫支出金については、安心実現のための緊急総合対策交

付金の交付により７８５万７，０００円の増額、繰越金については、明許繰越額減

額更正のため１，３０８万４，０００円の減額、町債については事業完了により

６９０万円の減額を計上いたしました。 

 歳出の主な内容は、民生費で昨年に引き続き、福祉灯油購入支援費として２５０

万円、障害者児医療費１９６万円、児童手当関係費１２１万５，０００円の増、衛

生費では、可燃ごみ処理量の減少に伴う一般廃棄物処理委託料３９４万８，０００

円の減、土木費では、下水道特別会計繰出金について受益者負担金の増収により

６，２０２万７，０００円の減、教育費では、中学校改築事業費、排水路設計管理

委託料で１７８万５，０００円の増、南小学校体育館耐震補強工事終了による工事

費確定により、２６２万５，０００円の減額を計上しました。 



８ 

 特別会計の補正予算の主な内容につきましては、国民健康保険特別会計では、高

額療養費増加による１，３５４万８，０００円の増額補正、公共下水道特別会計で

は、受益者負担金増加に伴う繰入金６，２１９万７，０００円の減額補正、介護保

険特別会計では、介護サービス給付費負担金利用実績により３８０万円の減額補正、

後期高齢者医療特別会計では、保険料軽減拡大に伴う保険料等の減額で９２９万

２，０００円の減額補正、老人医療特別会計では、医療費支給実績により医療給付

費等減少により１，９０１万２，０００円の減額補正です。 

 以上が、本定例会に提案いたしました議案の概要であります。細部につきまして

は、各担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議をいただき、ご承認をいた

だきますようお願いを申し上げまして、平成２０年第４回御代田町議会定例会招集

のあいさつとさせていただきます。 

 よろしくお願いをいたします。 

〇議長（内堀千恵子君） これより、議案を上程いたします。 

 

－－－日程第５ 議案第９１号 固定資産評価審査委員会委員の選任について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第５ 議案第９１号 固定資産評価審査委員会委員の選任

についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 清水成信税務課長。 

（税務課長 清水成信君 登壇） 

〇税務課長（清水成信君） それでは、議案書の３ページをお願いいたします。 

 議案第９１号についてご説明をいたします。 

 議案第９１号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 下記の者を固定資産評価審査委員会の委員に選任したいから、地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定によって、議会の同意を求める。 

 このことにつきましては、地方税法の規定によりまして、固定資産課税台帳に登

録された価額に関する不服を審査・決定するため、町に固定資産評価審査委員会を

設置してございます。現在の委員は３名でありますけれども、今回、木内 坦委員

がこの平成２０年１２月３１日をもちまして任期満了となるため、再任をお願いす

るものであります。 
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 なお、同意をいただけました場合の新たな任期についてですけれども、平成２１

年１月１日から平成２３年１２月３１日までの３年間であります。 

記 

 住  所  御代田町大字御代田４１０６番地３６９ 

 氏  名  木 内  坦 

 生年月日  昭和１５年１月２日 

                        平成２０年１２月５日提出 

                               御代田町長 

 以上のとおり提案いたしますので、よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

 以上です。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本案は質疑、討論を省略し、直ちに採決に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、議案第９１号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手、全員であります。 

 よって、議案第９１号 固定資産評価審査委員会委員の選任については、原案の

とおり同意することに決しました。 

 

－－－日程第６ 議案第９２号 町営住宅の明渡し並びに使用料等の 

                   請求に伴う訴えの提起について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第６ 議案第９２号 町営住宅の明渡し並びに使用料等の

請求に伴う訴えの提起についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 笠井吉一建設課長。 

（建設課長 笠井吉一君 登壇） 

〇建設課長（笠井吉一君） それでは議案書の４ページをお開き願いたいと思います。 
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 議案第９２号 町営住宅の明渡し並びに使用料等の請求に伴う訴えの提起につ

いて、ご説明申し上げます。 

 本案は、町営住宅の明渡し及び滞納家賃等の納入を求める訴えを提起するもので

ありまして、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により、議会の議決を求め

るものでございます。 

 その内容につきましては、相手方は議案書記載のとおりでございます。訴えの理

由につきましては、町営住宅使用料を長期にわたり滞納するとともに、退去手続き

なしに町外へ転出し、御代田町営住宅管理条例第４１条の規定による明渡し請求に

も応じないため、民事訴訟法に基づく住宅の明渡し及び住宅使用料等の支払いを求

めるものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより、議案に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 

－－－日程第７ 議案第９３号 長野県市町村総合事務組合を組織する 

                      市町村数の減少について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第７ 議案第９３号 長野県市町村総合事務組合を組織す

る市町村数の減少についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 古越敏男総務課長。 

（総務課長 古越敏男君 登壇） 

〇総務課長（古越敏男君） それでは議案書の５ページをお出し願いたいと思います。 

 議案第９３号 長野県市町村総合事務組合を組織する市町村の減少について 

 この総合事務組合というのは、町村と一部の市及び一部事務組合の退職金事務を

行う組合でございます。 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、平成２１年３月３０日をもって、長
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野県市町村総合事務組合から下伊那郡清内路村が脱退することに伴う、阿智村との

合併が行われる予定でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより、議案に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は討論を省略し、直ちに採決に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、議案第９３号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手、全員であります。 

 よって、議案第９３号 長野県市町村総合事務組合を組織する市町村数の減少に

ついては、原案のとおり決しました。 

 

－－－日程第８ 議案第９４号 長野県市町村自治振興組合規約の変更 

             及び組合を組織する市町村数の減少について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第８ 議案第９４号 長野県市町村自治振興組合規約の変

更及び組合を組織する市町村数の減少についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 古越敏男総務課長。 

（総務課長 古越敏男君 登壇） 

〇総務課長（古越敏男君） それでは議案書の６ページをお出し願いたいと思います。 

 議案第９４号 長野県市町村自治振興組合規約の変更及び組合を組織する市町

村数の減少について 
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 この自治振興組合は、市町村と一部事務組合の電子事務を推進する組合でござい

ます。地方自治法第２８６条第１項の規定により、次のとおり変更したいので、地

方自治法第２９０条の規定により、議会の議決を求める。 

 １．長野県市町村自治振興組合規約の一部を、別紙のとおり変更する。 

 ７ページをお出し願いたいと思います。 

長野県自治振興組合規約の一部を変更する規約（案） 

 長野県市町村自治振興組合規約の一部を、次のように変更する。 

 第３条第２項を次のように改める。 

（２）市町村が共同して行う電子自治体の推進に関する事務。 

 いままでは電子自治体協議会は各市町村の代表者がありまして、協議会を設置し

ておりました。それが今年度３月末をもって解散しまして、その事務を長野県市町

村自治振興組合が行うようになったための改正でございます。 

 次に第４章の次に、次の第１章を加える。 

 第５章 事務委託（事務の委託）第１１条 組合は第３条第２号の規定による事

務について、関係市町村以外の長野県内の地方公共団体から地方自治法第２９２条

の規定において準用する同法第２５２条の１４第１項の規定による事務の委託の

申し出がなされたときは、これを受託することができる。 

 いままでは市町村のみ行ったわけですが、広域行政事務組合からの電子事務の委

託があった場合には、受託をいたしますよというものでございます。 

 附則 この規約は平成２１年４月１日から施行する。 

 次に、お戻り願いまして６ページをお願いします。 

 ２として、平成２１年３月３０日をもって長野県自治振興組合から下伊那郡清内

路村が脱退するものとする。阿智村との合併によるものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより、議案に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 
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 お諮りいたします。 

 本案は討論を省略し、直ちに採決に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、議案第９４号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手、全員であります。 

 よって、議案第９４号 長野県市町村自治振興組合規約の変更及び組合を組織す

る市町村数の減少については、原案のとおり決しました。 

 

－－－日程第９ 議案第９５号 御代田町公告式条例の一部を改正する 

                             条例案について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第９ 議案第９５号 御代田町公告式条例の一部を改正す

る条例案についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 古越敏男総務課長。 

（総務課長 古越敏男君 登壇） 

〇総務課長（古越敏男君） 議案書の８ページをお出し願います。 

 議案第９５号 御代田町公告式条例の一部を改正する条例案について 

 御代田町公告式条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

 次ページをお願いします。 

御代田町公告式条例の一部を改正する条例（案） 

 御代田町公告式条例の一部を、次のように改正する。 

 第２条第２項中、「ＪＡ佐久浅間農協小沼支所掲示場 ＪＡ佐久浅間農協伍賀支

所掲示場」を削る。 

 附則 この条例は平成２１年４月１日から施行する。 

 これにつきましては、町庁舎が昭和４４年こちらに移って来た当時、町内の告示

箇所が８カ所ございました。庁舎前、旧郵便局前、旧役場前、いまのＪＡ御代田支

所ですが、それと旧伍賀村役場、草越公民館前、三ツ谷消防庫前、塩野中央、馬瀬
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口公民館前と、８カ所ありましたが、平成１５年に庁舎前、ＪＡ伍賀支所、ＪＡ小

沼支所の３カ所に削る条例を提出し、可決されたところでございます。今回、その

告示箇所を、庁舎前１カ所にするものでございます。理由としましては、インター

ネットの普及に伴い、各町の条例規則等が見れるということ、それと一部事務組合

からの告示掲示の依頼が一部しか来ないために、１つにする。近隣市町村の告示箇

所を参考例と見た場合に、当町規模のところでは告示箇所が１カ所であるため、当

町もそれと同等にしていきたいというものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより、議案に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 

－－－日程第１０ 議案第９６号 御代田町高額療養費つなぎ資金の 

    貸付基金の設置及び管理に関する条例を廃止する条例案について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第１０ 議案第９６号 御代田町高額療養費つなぎ資金の

貸付基金の設置及び管理に関する条例を廃止する条例案についてを議題といたし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。 

 土屋和明保健福祉課長。 

（保健福祉課長 土屋和明君 登壇） 

〇保健福祉課長（土屋和明君） 議案書の１０ページをお願いいたします。 

 ご説明申し上げます。 

 議案第９６号 御代田町高額療養費つなぎ資金の貸付基金の設置及び管理に関

する条例を廃止する条例案についてであります。 

 この条例が制定された目的は、高額療養費の支払いが困難である世帯へ、つなぎ

資金を融資するために必要な貸付基金の設置等を定めるためのものであります。平

成１６年度以降、この資金の利用がございません。加えて、平成１９年４月からは、
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高額療養費の現物給付が制度化されております。現物給付と申しますのは、あらか

じめ町の窓口で限度額適用認定書の交付を受けることにより、医療機関の窓口での

個人の支払い額を限度額までとするものでございます。従来の支払い方法に比べて、

著しく軽減されたということが言えるかと思います。これらのことから、制度を継

続する意義を失したため、条例を廃止しようとするものでございます。 

 １枚おめくりをいただきたいと思います。 

  御代田町高額療養費つなぎ資金の貸付基金の設置及び管理に関する条例を 

  廃止する条例（案） 

 御代田町高額療養費つなぎ資金の貸付基金の設置及び管理に関する条例（昭和

５９年御代田町条例第２６号）は、廃止する。 

 附則 この条例は平成２１年３月３１日から施行する。 

 以上でございます。よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより、議案に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 

－－－日程第１１ 議案第９７号 平成２０年度御代田町一般会計補正予算案 

                                について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第１１ 議案第９７号 平成２０年度御代田町一般会計補

正予算案についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 内堀豊彦企画財政課長。 

（企画財政課長 内堀豊彦君 登壇） 

〇企画財政課長（内堀豊彦君） 議案書の１２ページをお願いいたします。 

 議案第９７号 平成２０年度御代田町一般会計補正予算案について、ご説明を申

し上げます。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 
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 平成２０年度御代田町の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）第１条 既定の歳入歳出予算の総額から、歳入、歳出、

それぞれ７，６８２万１，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入、歳出、

それぞれ５０億６，１０５万５，０００円とする。 

 （地方債の補正）第２条 地方債の変更は、第２表地方債補正による。 

 第１表の説明につきましては、資料番号１でご説明を申し上げたいと思いますの

で、資料をお願いしたいと思います。 

 平成２０年度一般会計補正予算（第４号）。 

 歳入。 

 町税。款１、町税。項１、町民税。補正額１，７１３万７，０００円。これにつ

きましては、町長の冒頭のあいさつにもございましたけれども、税源移譲による所

得税と住民税の人的控除及び住宅の借入特別控除の額が確定したものでございま

す。 

 それで、網かけになっているところにつきましては、補正がされていないところ

でございます。 

 続きまして款９、地方特例交付金。項１、地方特例交付金。補正額２５万８，０００

円。これは、交付額の確定によるものでございます。 

 項２、特別交付金。補正額２万９，０００円。交付額の確定によるものでござい

ます。 

 項３、地方税等減収補てん臨時交付金。補正額１３０万７，０００円。内容です

けれども、自動車取得税減収補てん分として、９７万６，０００円。それから地方

道路譲与税減収補てん分として、３３万１，０００円でございます。 

 款１０、地方交付税。項１、地方交付税。補正額８，９９１万５，０００円。こ

れは交付税の確定ということで、９月の議会でもご説明申し上げましたけれども、

法人税の増、それから新幹線の減免の特例が１０年で終わったということの中で、

税収による基準財政需用額が増加したことにより、トータルで地方交付税が減額し

たということでございます。 

 続きまして款１２、分担金及び負担金。それから項１、負担金。補正額７，０００

円の減でございます。 
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 次のページをお願いいたします。 

 款１４、国庫支出金。項１、国庫負担金。６４万６，０００円の減でございます。

児童手当の全体の調整による減でございます。 

 項２、国庫補助金。７８５万７，０００円の増です。これにつきましては、地域

活性化緊急安全実現総合対策の交付金でございます。 

 款１５、県支出金。項１、県負担金。９３万円の増額です。これにつきましては、

児童手当の全体の調整によります増額でございます。 

 項２、県補助金。１１１万４，０００円です。内容ですけれども、下から２行目

のところをご覧いただきたいんですけれども、森林整備地域活動支援の交付金１０５

万円です。 

 項２、委託金。４万２，０００円の減額です。これにつきましては、統計調査等

の事業費の確定によるものでございます。 

 款１８、繰入金。項１、特別会計繰入金。５１４万１，０００円。内容ですけれ

ども、老人保健医療特別会計からの繰入金の増でございます。 

 それから款１９、繰越金。項１、繰越金。補正額ですけれども、１，３０８万

４，０００円の減額でございます。 

 これにつきましては、繰越明許費の、災害分の繰越明許費があったわけですけれ

ども、これを減額せずに予算計上したための減額でございます。そして、この計上

につきましては、本来、９月の補正できちんと行わなければいけなかったわけです

けれども、ここで補正をするということは、誤りがあったということで、まことに

申しわけありませんでした。 

 続きまして款２１、町債。項１、町債。補正額６９０万円の減でございます。主

なものといたしまして、学校教育施設等整備事業で６３０万円の減ということで、

南北小学校の体育館の耐震補強工事の減によるものでございます。 

 合計で７，６８２万１，０００円の減額となります。 

 ３ページをお願いいたします。 

 続きまして歳出です。 

 款１、議会費。項１、議会費。補正額３２万円の減額です。内容については記載

しているとおりでございます。 

 款２、総務費。項１、総務管理費。補正額５７８万１，０００円の減額でござい
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ます。主なものですけれども、人件費で７３８万４，０００円の減でございます。 

 項２、徴税費。補正額６４万６，０００円の増です。これにつきましても、人件

費でございます。 

 項３、戸籍住民基本台帳費。補正額２９万５，０００円の減でございます。これ

につきましても、人件費でございます。 

 項４、統計調査費。補正額４，０００円の減でございます。工業統計他の統計の

額の確定によるものでございます。 

 項６、監査委員費。補正額１０万円の増でございます。内容のところに記載して

あるとおりでございます。 

 款３、民生費。項１、社会福祉費。補正額７８万４，０００円の増でございます。

主なものでございますけれども、中ほどのところで見ていただきたいと思いますけ

れども、老人保健特別会計の繰出金、これが１１８万１，０００円の減。それから

後期高齢者特別会計への繰出金、これが１６０万８，０００円の減。一番下へいっ

ていただきまして福祉灯油の購入支援費ということで２５０万円の増でございま

す。 

 項２、児童福祉費。１２４万２，０００円の増額です。主なものは児童手当関連

でございます。 

 続きまして款４、衛生費。項１、保健衛生費。補正額１１１万８，０００円の増

でございます。内容的には下の方をご覧いただきたいんですけれども、合併処理浄

化槽の補助で８３万２，０００円の増、それから人件費で１３７万６，０００円の

増でございます。 

 項２、清掃費。補正額４３１万４，０００円の減でございます。下の方をご覧い

ただきたいと思います。一般廃棄物の処理委託料で３９４万８，０００円の減でご

ざいます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 款６、農林水産費。項１、農業費。２８６万８，０００円の減でございます。主

なものですけれども、人件費で２０７万２，０００円の減でございます。 

 項２、林業費。１７万６，０００円の増でございます。２行目のところですけれ

ども、森林づくり推進支援金１０５万円の増額でございます。 

 項３、農地費。３５４万１，０００円の増額でございます。１行目のところをご



１９ 

覧いただきたいと思います。土地改良事業補助で２１５万８，０００円。これは児

玉の簡水組合へのポンプ補助、２分の１補助というものでございます。 

 款７、商工費。項１、商工費。２４万８，０００円の減額でございます。主なも

のですけれども、露切峡の駐車場の工事で４２万円の減額ということで、用地交渉

等が調わないというような中で、事業執行が困難になったため、落としたというも

のでございます。 

 款８、土木費。項１、土木管理費。２８万３，０００円の減額でございます。主

なものは人件費で３７万８，０００円の減でございます。 

 項２、道路橋梁費。１００万円の増額でございます。町道の維持補修工事１００

万円ということで不足により増額でございます。 

 項４、都市計画費。６，１８５万３，０００円の減でございます。主な内容です

けれども、下水道特別会計への繰出金６，２０２万７，０００円の減ということで、

宅地化開発行為等による宅地化等がありまして、負担金が増えたということで、減

になりました。 

 それから項５、住宅費。７６万８，０００円の増でございます。主な内容ですけ

れども、町営住宅の修繕工事で１１０万円の増額補正のお願いでございます。 

 款９、消防費。項１、消防費。１７６万９，０００円の増でございます。上から

３行目のところをお願いしたいと思います。消防施設整備費補助２５０万円という

ことで、荒町の詰所建設のための補助ということでございます。 

 続きまして款１０、教育費。項１、教育総務費。１８５万４，０００円の増額で

ございます。内容の３行目をお願いしたいと思います。排水路の新設工事実施設計

委託で１７８万５，０００円。これにつきましては、中学校建設に伴います排水路

の設計委託ということで、今年度中に行わなければ来年度からの工事に差し障りが

あるということで、増額でございます。 

 項２、小学校費。２２０万２，０００円の減でございます。下から４行目お願い

したいと思います。南小の体育館の補強工事２６２万５，０００円の減が主なもの

でございます。 

 項３、中学校費。６９万６，０００円の増です。主なものといたしまして、要・

準要保護の生徒の援助費５６万５，０００円の増でございます。 

 項４、社会教育費。１４１万４，０００円の減でございます。これにつきまして
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は、施設修繕５７万８，０００円の減などでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 項５、保健体育費。７万６，０００円の増でございます。人件費でございます。 

 款１１、災害復旧費。項１、農林水産業施設災害復旧費。１４万１，０００円。

消耗品で１４万１，０００円でございます。 

 款１４、予備費。項１、予備費。予備費１，１０６万円で全体を調整をさせてい

ただきまして、合計で７，６８２万１，０００円の減額の補正でございます。 

 続きまして６ページをお願いいたします。予算書の６ページをお願いいたします。 

 第２表地方債補正。変更。起債の目的、施設整備事業（一般財源化分）。補正前

で４８０万円。それから消防・防災施設整備事業、補正前で４３０万円。それから

義務教育施設整備事業、補正前で１，１２０万円。これにつきましては、南北小学

校の耐震補強でございます。起債の方法、利率、償還方法については、記載のとお

りでございます。補正後といたしまして、施設整備事業（一般財源化分）というこ

とで限度額４５０万円、それから消防・防災施設整備事業で４００万円、それから

義務教育施設整備事業で限度額４９０万円で、起債の方法、利率、償還につきまし

ては、同じでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより、議案に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

 市村千恵子議員。 

（７番 市村千恵子君 登壇） 

〇７番（市村千恵子君） ７番、市村千恵子です。 

 ２点ほどお聞きしたいと思います。 

 ページ、１９ページの福祉灯油支援金のことであります。 

 これは１９年度実施され、かなり利用者も４６７世帯の方が利用され、対象者の

９１．７％が利用されて、大変喜ばれたということで、今年度も実施していきたい

ということは、以前の質疑でもお伺いしていたところで、今回実施ということで上

がってきているわけですが、この灯油、支援費の内容ですね、対象者、対象範囲と

か金額というのは、１９年度と同じなのか、１点。 
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 それと、ページ、２３ページなんですけれども、衛生費の中の母子衛生関係経費

で、先ほども説明がありましたが、妊婦乳児健康診査６７万３，０００円の減額と

なっているわけですけれども、これの主な理由についてお聞きしたいと思います。 

〇議長（内堀千恵子君） 土屋保健福祉課長。 

（保健福祉課長 土屋和明君 登壇） 

〇保健福祉課長（土屋和明君） お答えいたします。 

 福祉灯油の関係でございますが、基本的には１９年度実施した状況と同じ状況で

ございます。本年度の対象見込みでは、平成２０年度の町民税が非課税であること

を前提といたしまして、７０歳以上の高齢者のみの世帯４１０世帯、それから要介

護認定における要介護度の３、４、５の方の属する世帯が６２世帯、１８歳未満の

子どもを養育する一人親世帯で、母子で７８世帯、父子で１世帯、身体障害者手帳

１級から３級の方の属する世帯が８５世帯、療育手帳Ａ１、Ａ２の方の属する世帯

が２世帯、精神保健福祉手帳１級の方の属する世帯が８世帯、生活保護世帯が２６

世帯ということで、合計は６７２世帯でございますけれども、この中は相当数重複

することが考えられます。また、昨年の実績でも申請されていないケースもござい

ますので、予算としては１軒当たり５，０００円で５００世帯分、２５０万円を今

回計上をさせていただいております。 

 次に、妊婦・乳児健診の減額ということについてでございますが、昨年までは補

助対象の健診を２回で実施してまいりました。決算額で２４５万８，０００円でご

ざいました。本年度は補助対象を５回としておりますので、予算額は単純に１９年

度決算の約２．６倍の６３７万３，０００円を見込みましたけれども、４月から９

月の実績では２６５万円という状況でございます。補助額について検証したところ、

５回すべてを受診していただいた場合でも、補助金では３万４，１００円。２回当

時の１万９，２７０円の１．７倍であったと。２．６倍でなくて１．７倍でしかな

いということであります。これまでの実績を単純に２倍しましても、５３０万円ほ

どで、１００万円以上の予算が残る見込みだということで、母子手帳の発行件数に

つきましても、昨年の１３５件と、ほぼ横ばいの状況で、今後特別大幅な妊婦さん

の増加が見込める状況ではございませんので、若干の余裕を残しての今回の減額と

いうことで、６０数万円ということです。 

 以上でございます。 
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〇議長（内堀千恵子君） 市村議員。 

〇７番（市村千恵子君） 前年度よりも、そうですね、町民税非課税世帯というのが昨年

は５２６世帯、重複している部分もありましたけど、それからするとかなり今回の

その６７２というのは、低所得者層が増えているのかなという中で、一応その中の

５００人分ということでありますけれども、これは当然、申請が増えたりしてきた

場合には、増額していくという考えでいるわけですよね。 

 それともう１点は、いま妊婦健診が２回から５回になったという中で、金額的に

はさほど、１．７倍くらいでしかなかったという中で減額ということなんですけれ

ども、この５回というのが、国が始めたということで、国もこれから妊婦健診につ

いてはやはり異常分娩をなくすという中でも、やはり健診を重要視して、１３回く

らいを、国の、そういう動きもあるわけですけど、そういう中で自治体としても５

回ではなく、それを広げている自治体というのが８１町村、自治体のうち、２１町

村は６回から１４回、それから年額では１０万円も健診費ということで交付してい

る。特に南佐久の市町村は、かなりそういう部分では強くやっている部分もあるん

ですけれども、今後、町としては、この回数を増やしていくとかいう考えというの

はあるのか、その２点について。 

〇議長（内堀千恵子君） 土屋保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（土屋和明君） お答えいたします。 

 今年の６７２世帯の関係ですけれども、昨年よりも特別増えているという状況で

はなくて、昨年お答えした数値にはあらかじめ重複する分を控除していて５００数

世帯ということで、最終的な実績は５０９世帯という状況でございますので、特別

非課税世帯が増えているという状況ではないと思います。申請数は予算額を上回れ

ば当然それなりの措置はせざるを得ないというふうに考えております。 

 それから、妊婦健診の回数についてでございますけれども、町としては２００７

年１月に厚生労働省から公費拡大するように通知がございまして、２００８年の調

査では全国の９割の自治体が指針に沿っていると。それ以上のものをやっているよ

うにしているところもあるようです。市村議員のご指摘のとおりです。町といたし

ましては、今後も厚生労働省の見解を見守っていきたいということで、町独自で極

端に増やすという状況のことは現段階では考えてございません。 

 以上でございます。 
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〇議長（内堀千恵子君） 市村議員。 

〇７番（市村千恵子君） 終わります。 

〇議長（内堀千恵子君） ほかに質疑のある方、挙手を。 

 朝倉議員。 

（９番 朝倉謙一君 登壇） 

〇９番（朝倉謙一君） ９番、朝倉です。 

 いま市村議員の方から質疑がありましたけれども、私もちょっと関連した質疑に

なると思いますけれども、同じくその灯油の関係なんですけれども、この件に関し

て、今年の３月議会かその前の臨時議会で、これに至った経過の中で、今回急な形

で決めたもので、いろいろなところと相談をできなかったというような課長からの

答弁があったと思うんですけれども、というのは、これに関して御代田町の石油商

組合の方々と相談をされたかどうか。やはり先ほど町長の招集のあいさつの中でも

非常に経済関係が悪化している中で、やはり前々から行政の方といたしましても、

地元から買えるものは買えというような話もされている中で、この件に関して石油

商組合の方々と相談をされてやったのかどうか、それをまずお聞きしたいなと。 

〇議長（内堀千恵子君） 土屋保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（土屋和明君） お答えをいたします。 

 今回のものにつきましては、現金給付、口座振替で行うことを計画してございま

すので、特に地元で特定する状況づくりはできておりません。したがって、地元の

石油商組合とも特別の協議は行ってございません。 

〇議長（内堀千恵子君） 朝倉議員。 

〇９番（朝倉謙一君） ということは、灯油支援金という名目だけれども、灯油の支援金

ではなくて、福祉という形で考えているということでしょうか。 

〇議長（内堀千恵子君） 土屋保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（土屋和明君） いろいろ検討はしてきているんですけれども、まず灯油

というのは、昨年の金額と比べますと若干低い状況にまで下がってきてございます。

それで、今回要項を制定というか、いま現在準備をしているわけですけれども、こ

れは景気の低迷に対して緊急支援対策として行うということと、それから実際には

灯油でなくて、灯油をお使いになっていない家庭もあるわけです。灯油券とかとい

う形で行うと、灯油をお使いになっていないご家庭には利用できない状況もござい



２４ 

ますので、当然、ガスを使っていらっしゃるとかという方もあるわけで、そういっ

た状況の中では、福祉政策という状況の中で行ってございます。 

 以上です。 

〇議長（内堀千恵子君） 朝倉議員。 

〇９番（朝倉謙一君） ということは、昨年のこの要項を見ますと、灯油支援金支給要項

という形の中でなっていますけれども、じゃ、これ名前自体をそういうあれでした

ら、灯油じゃなくて名前を変えてやられた方が良かったんじゃないのかなという気

がするんですよ。それで灯油、いろいろなところで今年も軽井沢町の方はいち早く

各世帯１万円というような形で新聞報道等もありましたし、いろいろなところでも

昨年に引き続きやっていますけれども、そういうあれでしたら、灯油じゃなくて、

そういう、要は生活の一部、福祉、先ほど、そんなような形で使われるということ

でしたら、この名前自体を変えてやられたらどうかなというふうに思うんですけれ

どもね。 

〇議長（内堀千恵子君） 土屋保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（土屋和明君） お答えいたします。 

 検討する段階では、低所得の方々のところで、基本的にはあったかい冬を過ごし

ていただきたいという状況での考え方でございますので、生活とかそういった状況

の中でなくて、あったかい冬を過ごしていただくという状況の中で灯油ということ

を、灯油等という形になってございますけれども、名前は使わせていただいており

ます。今後、これも一応は要項は１年というか、この年度末まででございますので、

そういう形でこういう施策をまた継続するような状況のときには、参考にさせてい

ただきたいと、こんなふうに考えておりますが。 

〇議長（内堀千恵子君） 朝倉議員。 

〇９番（朝倉謙一君） いずれにしても、昨年は９１％の方々が申請されたということで

ありますし、また、いまの課長の話ですと、非常に暖かい冬を迎えていただきたい

ということで実施するんだということで答弁ありましたけれども、これだけの今日

の町長の招集のあいさつの中でも経済の話をされていましたけれども、非常に今年

の冬は厳しい冬になるんじゃないかなというふうに私も思っております。ですから、

こういう券、非常に住民の方々は喜ばれると思いますので、アピールの方を徹底し

ていただいて、１００％の方々が申請をして受けられるような方法をとっていただ
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ければというふうに思います。 

 終わります。 

〇議長（内堀千恵子君） ほかに質疑のある方。 

 武井議員。 

（３番 武井 武君 登壇） 

〇３番（武井 武君） ３番、武井 武であります。 

 通告といいますか、お知らせをしていなくて大変失礼に存じますけれども、１点

だけお聞かせをお願いをしたいと思います。 

 予算書の１１ページ、款１４、国庫支出金。項２、国庫補助金。目５、総務費国

庫補助金でございます。７８５万７，０００円。補正前は０で、そっくり増額にな

ってきたわけでございますが、この補助率はどのくらいの補助率なのか。 

 それからこの補助金の充当先が予算書の３１ページ、款９の消防費、目４の災害

対策費への７８５万７，０００円。特定財源で充当されております。その補助残に

つきましては、６ページの地方債補正で補正をされた４００万円等を充てていくと

は思うわけですけれども、その補助率と補助残の起債充当率、それからこの３１ペ

ージでは、緊急告知システム検討委員会の報酬も削り、防災会議の委員報酬も削っ

てあるということでございますので、当然方向が出て、委員会は終了をし、方向性

といいますか、実施方向が確定になったのではなかろうかと思いますので、どのよ

うな事業を具体的に実施するのか、お願いをしたいと思います。 

〇議長（内堀千恵子君） 内堀企画財政課長。 

（企画財政課長 内堀豊彦君 登壇） 

〇企画財政課長（内堀豊彦君） お答えをいたします。 

 まず、この補助金、この内容のことですけれども、地域活性化緊急安全実現総合

対策ということで、国が地方公共団体が安心実現のための緊急総合対策、これが

２０年８月２９日に安全実現のための総合対策に関する政府与党、それから経済対

策閣僚会議のところで決定をされたものでございます。ということで、そっくりの

という。 

 それで、どの事業に該当したかということですけれども、災害対策費のところで

７８５万７，０００円ということでもってありますけれども、９月の補正ですか、

議会の方にお願いをいたしました、いわゆる庁舎の発電機がございますけれども、
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その庁舎の発電機にこれを該当させたいと。それで内容的にこの緊急対策が充当で

きるものがございまして、その８本の柱というものがございまして、その８本の柱

の中に防災刷新のための対策ということで、発電機がそれに該当してくるというこ

とで、そちらの財源に充てていきたいということでございます。そういうことで予

算書はこういう形になっているということでございます。 

 それで補助率ということで、それに該当させますので、１００％というふうに考

えていただきたいと思います。 

 以上です。 

〇議長（内堀千恵子君） 武井議員。 

〇３番（武井 武君） はい、ありがとうございました。終わります。 

〇議長（内堀千恵子君） ほかに質疑のある方、挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 この際、暫時休憩といたします。 

（午前１１時１２分） 

（休  憩） 

（午前１１時２５分） 

〇議長（内堀千恵子君） 休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。 

 

－－－日程第１２ 議案第９８号 平成２０年度御代田町国民健康保険事業勘定 

                    特別会計補正予算案について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第１２ 議案第９８号 平成２０年度御代田町国民健康保

険事業勘定特別会計補正予算案についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 土屋和明保健福祉課長。 

（保健福祉課長 土屋和明君 登壇） 

〇保健福祉課長（土屋和明君） 議案書の１３ページをお願いいたします。 

 議案第９８号 平成２０年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

案についてであります。 
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 ご説明申し上げます。 

 今回の第３号補正につきましては、主に高額療養費が当初予測を上回ったこと、

及び本年度新たに始まりました特定検診にかかる経費を一般会計から組みかえた

ことによります。高額療養費が不足した理由といたしましては、本年度４月より退

職者医療制度の改正があり、従来の対象年齢６０歳から７４歳までが６０歳から

６４歳までに圧縮されまして、６５歳から７４歳の退職被保険者が一般被保険者の

方に流れ込んだことによるものと考えられます。他の療養諸費については、若干の

伸びはあるものの、おおむね予測の範囲内であり、インフルエンザの大流行等想定

範囲外の事態が起こらない限り、既定の全体予算の範囲内で収まると考えられます。 

 今回の補正、歳入に変更はございませんので、歳出のみの変更でございます。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 平成２０年度御代田町の国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第３号）は、

次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正（第１条）歳入歳出予算の総額に変更はないものとする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第１表歳入歳出予算補正。歳出であります。 

 款２、保険給付費。項２、高額療養費。既定額に１，３５４万８，０００円を補

正しまして、８，４３４万５，０００円とするものであります。 

 款８、保険事業。項１、特定健康診査等事業費。既定額に１０６万５，０００円

を増額し、８２５万５，０００円とするものであります。 

 款１２、予備費。項１、予備費。既定額から１，４６１万３，０００円を減額い

たしまして、５，３３８万６，０００円とするものであります。 

 歳入歳出合計は額に変更はございません。 

 以上でございます。よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより、議案に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

 市村議員。 
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〇７番（市村千恵子君） ７番、市村千恵子です。 

 ２点ほどお聞きしたいと思います。 

 いまの説明ですと、高額医療費のその増額ということでしたけれども、退職者の

部分の年齢のいままでの区分が、一般被保険者の方に入ったという中で、見込みよ

りも高額療養が増えたという理解でいいのか。先ほどもおっしゃられたように、

２０年度のその国保の医療費の動向については、先ほど説明されたように、これか

らインフルエンザとか、そういう特段のものがない限りは国保会計はこの中で運営

できるという説明だったと思うんですけれども、その点と、それから特定健診とい

うことで２０年から始まったわけですけれども、町がその数値目標をこの５年間で

６５％、受診率を上げるという中で、町とすれば、この２０年度についてはその

３０％、９００人くらいを特定健診していただくという目標を出しているわけです

けれども、現時点くらいではどの程度までその受診率というのはなっているのか、

その点についてお聞きしたいと思います。 

〇議長（内堀千恵子君） 土屋和明保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（土屋和明君） お答えいたします。 

 高額療養費の関係でございますが、当初予算では年齢層の関係で１０歳の部分が

新たになるということで、高額療養費、それに見合ったというか、見合った分だけ

当初予算に計上ができればよかったんですけれども、若干それが少なかったという

ことはございます。それから、高額療養費自体も若干伸びていることも事実であり

ます。ですが、今年度につきましては、繰越金があって現在４，０００万円の基金

積立の計画もありますので、私が全体予算というふうに申し上げましたのは、最終

的には年度末へいって国保税の収入の状況や、そういったところの問題は出てまい

りましょうけれども、全体枠の中で何とか会計も含めるのではないかという状況で

お答えをいたしました。 

 それからもう１点でございます。特定健診の受診状況でございますが、１１月末

段階の受診者は、集団・個別健診等を合わせて９００人程度、受診率で３２％とい

う状況であります。３月までかかりつけの町内医療機関での健診が受けられますの

で、最終的な２０年度受診者は１，０００人強、受診率は３６％程度と見込んでお

ります。まだまだ健康の特定健診の趣旨について、予防健診を受けることの大切さ

については、まだまだ浸透していない状況にありまして、健康づくりの集い、それ
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から地区での健康講座、介護予防教室等さまざまな機会をとらえまして計画的に受

診意識の高揚を図ってまいりたいと、こんなふうに考えてございます。以上です。 

〇議長（内堀千恵子君） 市村議員。 

〇７番（市村千恵子君） だから、国保会計、その基金の４，０００万円も含めた中での

全体での会計の中では、今年度はそのトントンぐらいでいくだろうという説明で、

理解でいいわけですね。 

 それから、かなり受診率というのが、やはり３６％まで、当初の見込み３０％と

いうところを上回っているということですので、本当にそれは町の政策、社会福祉

費とか増やして、きちんとそういう対応をした成果が出ているのかなというふうに

思うわけですけれども。 

 終わります。 

〇議長（内堀千恵子君） ほかに質疑のある方、挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 

－－－日程第１３ 議案第９９号 平成２０年度御代田町老人保健医療 

                    特別会計補正予算案について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第１３ 議案第９９号 平成２０年度御代田町老人保健医

療特別会計補正予算案についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 土屋和明保健福祉課長。 

（保健福祉課長 土屋和明君 登壇） 

〇保健福祉課長（土屋和明君） それでは、議案書の１４ページをお願いいたします。 

 議案第９９号 平成２０年度御代田町老人保健医療特別会計補正予算案につい

てであります。 

 ご説明申し上げます。 

 今回の第２号補正につきましては、既にご承知のとおり、老人保健事業は精算段

階に入ってございます。既に主な支払いを終えておりまして、請求遅れの医療支給

費等に若干の余裕を残して歳入歳出予算総額をそれぞれ１，９０１万２，０００円
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減額補正をするものでございます。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 平成２０年度御代田町の老人保健医療特別会計の補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。 

 歳入歳出予算（第１条）歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１，９０１

万２，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入、歳出、それぞれ１億１９７

万２，０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第１表歳入歳出予算補正。歳入でございます。 

 款１、支払基金交付金。項１、支払基金交付金。既定額から１，４９８万３，０００

円を減額いたしまして、４，６３０万９，０００円でございます。 

 款２、国庫支出金。項１、国庫負担金。既定額から６５９万２，０００円を減額

いたしまして、３，１００万円でございます。 

 款３、県支出金。項１、県負担金。既定額から１３９万７，０００円を減額いた

しまして、８００万円でございます。 

 款４、繰入金。項１、一般会計繰入金。既定額から１１８万１，０００円を減額

いたしまして、１，１５１万６，０００円でございます。 

 款５、繰越金。項１、繰越金。既定額に５１４万１，０００円を増額いたしまし

て、５１４万２，０００円でございます。これは前年度からの繰越金でございます。 

 歳入合計といたしましては、既定額から１，９０１万２，０００円を減額いたし

まして、総額１億１９７万２，０００円という状況でございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 款１、総務費。項１、総務管理費。補正額はございません。 

 款２、医療諸費。項１、医療諸費。既定額から２，３７０万円を減額いたしまし

て、９，５０３万５，０００円でございます。 

 款３、諸支出金。項１、償還金。既定額から４５万３，０００円を減額いたしま

して、１２２万１，０００円。 
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 項２、繰出金。既定額に５１４万１，０００円を増額補正いたしまして、５１４

万４，０００円でございます。 

 歳出合計は既定額から１，９０１万２，０００円を減額いたしまして、１億１９７

万２，０００円ということになります。 

 以上でございます。よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより議案に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 

－－－日程第１４ 議案第１００号 平成２０年度御代田町介護保険事業勘定 

                    特別会計補正予算案について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第１４ 議案第１００号 平成２０年度御代田町介護保険

事業勘定特別会計補正予算案についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 土屋和明保健福祉課長。 

（保健福祉課長 土屋和明君 登壇） 

〇保健福祉課長（土屋和明君） それでは、議案書の１５ページをお願いいたします。 

 議案第１００号 平成２０年度御代田町介護保険事業勘定特別会計補正予算案

についてであります。 

 ご説明申し上げます。 

 今回の第３号補正の主な理由につきましては、本年４月、包括支援センターに正

規職員が配属されたことに伴い、臨時職員賃金等に不用額が生じたことによるもの

でございます。歳入歳出予算総額、それぞれ２３６万９，０００円を減額補正する

ものでございます。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 平成２０年度御代田町の介護保険事業勘定特別会計補正予算（第３号）は、次に

定めるところによる。 
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 歳入歳出予算の補正（第１条）既定の歳入歳出予算の総額から、歳入、歳出、そ

れぞれ２３６万９，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入、歳出、それ

ぞれ９億３，４７７万１，０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第１表歳入歳出予算補正。歳入であります。 

 款４、国庫支出金。項２、国庫補助金。既定額から１０７万９，０００円を減額

いたしまして、６，２４３万３，０００円でございます。 

 款５、支払基金交付金。項１、支払基金交付金。既定額に３，０００円を増額い

たしまして、２億６，４４７万２，０００円でございます。 

 款６、県支出金。項３、県補助金。既定額から６０万７，０００円を減額いたし

まして、３１２万円であります。 

 款８、繰入金。項１、他会計繰入金でございます。既定額から６８万６，０００

円を減額いたしまして、１億３，４５７万５，０００円でございます。 

 歳入合計につきましては、既定額から２３６万９，０００円を減額いたしまして、

９億３，４７７万１，０００円でございます。 

 ３ページをお願いいたします。歳出でございます。 

 款１、総務費。項１、総務費。既定額に５万９，０００円を増額補正いたしまし

て、１，４００万９，０００円でございます。 

 款２、保険給付費。項１、保険給付費。補正はございません。 

 款４、地域支援事業費。項１、介護予防事業費。既定額に１万円を増額いたしま

して、１，７２８万１，０００円でございます。 

 項２、包括的支援事業任意事業費。既定額から３００万７，０００円を減額いた

しまして、５１７万２，０００円でございます。 

 款８、予備費。項１、予備費。既定額に５６万９，０００円を増額補正いたしま

して、４，８８８万円でございます。 

 歳出合計が既定額から２３６万９，０００円を減額した、９億３，４７７万

１，０００円とするものでございます。 

 以上であります。よろしくご審議のほどをお願いいたします。 
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〇議長（内堀千恵子君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより議案に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 

－－－日程第１５ 議案第１０１号 平成２０年度御代田町後期高齢者医療 

                    特別会計補正予算案について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第１５ 議案第１０１号 平成２０年度御代田町後期高齢

者医療特別会計補正予算案についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 土屋和明保健福祉課長。 

（保健福祉課長 土屋和明君 登壇） 

〇保健福祉課長（土屋和明君） それでは議案書の１５ページをお願いいたします。 

 議案第１０１号 平成２０年度御代田町後期高齢者医療特別会計補正予算案に

ついてであります。 

 ご説明申し上げます。 

 今回の第３号補正につきましては、国が新たに示しました軽減策による保険料の

減額と、健診受診者が見込みより少なかったことによる事業費の減額が主な理由で

あり、歳入歳出予算総額のそれぞれを、それぞれ９２９万２，０００円減額補正す

るものであります。 

 今回の軽減の対象となった方は、約６５０名であります。それから制度改正に伴

って、年金天引きの特別徴収から口座振替の普通徴収に切りかえられた方は、これ

までで２４名でございます。制度といいますか、取り扱いが頻繁に変わっておりま

すので、広報やダイレクトメール、ホームページ等でお知らせするとともに、ご要

望があれば、出前講座として小中規模の説明会にも対応してまいりたいと、こんな

ふうに考えてございます。 

 予算書の１ページをお開きいただきたいと思います。 

 平成２０年度御代田町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次に定
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めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正（第１条）歳入歳出予算の総額から、歳入歳出予算それぞれ

９２９万２，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入、歳出、それぞれ

８，６０１万７，０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第１表歳入歳出予算補正。歳入でございます。 

 款１、後期高齢者医療保険料。項１、後期高齢者医療保険料。既定額から５９７

万７，０００円を減額いたしまして、６，２９１万５，０００円であります。 

 款４、繰入金。項１、一般会計繰入金。既定額から１６０万８，０００円を減額

いたしまして、２，２２１万３，０００円でございます。 

 款６、諸収入。項６、受託事業収入。既定額全体９６万円を減額して０でござい

ます。 

 款７、国庫支出金。項１、国庫補助金。既定額から５３万２，０００円を減額い

たしまして、こちらも０でございます。 

 款８、広域連合支出金。項１、広域連合支出金。既定額から２１万５，０００円

を減額いたしまして、８５万円でございます。 

 歳入合計が、既定額から９２９万２，０００円を減額した、８，６０１万７，０００

円とするものでございます。 

 ３ページをお願いいたします。歳出でございます。 

 款１、総務費。項２、徴収費。既定額から５９万１，０００円を減額いたしまし

て、６３万６，０００円。 

 款２、後期高齢者医療広域連合納付金。項１、後期高齢者医療広域連合納付金。

既定額から５９７万７，０００円を減額いたしまして、８，１４６万６，０００円

であります。 

 款５、保健事業費。項１、健診事業費。既定額から２７２万４，０００円を減額

しまして、１０３万８，０００円でございます。 

 歳出合計、既定額から９２９万２，０００円を減じた、８，６０１万７，０００

円とするものでございます。 
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 以上であります。よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより議案に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

 市村議員。 

（７番 市村千恵子君 登壇） 

〇７番（市村千恵子君） ７番、市村千恵子です。 

 ちょっとお聞きしたいわけですが、今回の補正の内容というのが、その６月に示

された国の軽減策の、より拡大という部分での保険料の減額ということで、対象者

が６５０名、そして年金天引きから口座振替にできるようになったということで、

２４名の対象者がいるというお話だったわけですが、この軽減策というのは本年度

だけが、もう内容がころころ変わるので、じゃあ来年の保険料はどうなるだという

ところが、とてもやはり町民の人たちは理解できないと思うんですが、来年度はど

のようになっていくんでしょうか。この軽減策は今年度だけの実施なのか、来年は

もう当初の計画に行くのか。その点についてお願いします。 

〇議長（内堀千恵子君） 土屋和明保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（土屋和明君） お答えいたします。 

 市村議員のおっしゃるように、この制度については、猫の目のようにどんどん改

正が行われておりまして、あまり先のことについては、私どもの方でも把握できな

いというのが現実の状況です。変わるたびにホームページですとか広報には掲載を

する予定でおりますけれども、できるだけ早い段階で情報提供をできるようなこと

は考えておりますけれども、いまこの段階で新年度に保険料がどうなるかというこ

とにつきましては、ちょっとお答えしかねる状況でございます。 

〇議長（内堀千恵子君） 市村議員。 

〇７番（市村千恵子君） でも、本当にこの制度にはたくさん問題がある中で、こういう

ふうに途中で実施した年度途中で返ってくるということがあるわけですけど、本当

にこの当事者の人たちにとっては、やはり内容がわからない、それから広域連合の

方からお知らせみたいなのが今回もこの６月の軽減措置、それから口座振替に切り

かえてもいいよというお手紙が来ているんだけれども、やはり意味がなかなか理解

しにくいという部分もあろうと思うので、この本当に年金、口座振替に切りかえた
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という中でのやはり利点というのも、年金天引きから口座振替に切りかえることに

よって、家族の中で扶養している人が払えば、その払った分の保険料というのは、

その払った人が税控除というか、なるわけですよね。その点、ですから、そういう

メリットがあるという理解でいいでしょうか。 

〇議長（内堀千恵子君） 課長。 

〇保健福祉課長（土屋和明君） 口座振替にかえるメリットということでは、年金からの

天引きですと、年金から払っているわけですから、被扶養者の方が負担していると

いうことで、扶養していらっしゃる方の社会保険料控除は受けられません。ですか

ら、そういったメリットがあることはございます。そのことについても、広報等で

はお知らせをしてきているところであります。以上であります。 

〇議長（内堀千恵子君） 市村議員。 

〇７番（市村千恵子君） そうなんです、いま言っているように、口座振替にすると、旦

那さんが奥さんの部分を、今度口座振替とかにすると、その人の社会保険料の控除

ということができるようになるわけです。ですから、町民の皆さん、いま本当にさ

まざまな税控除が減らされていく中で、やはりこれはちゃんと法的にきちんとでき

る、メリットとしてできる部分ですから、本当に口座振替がまだやはり２４名しか

いないということは、本当に周知の部分が少ない、なかなか理解できていないのか

なと思うんですが、できるだけこの周知の方も頑張っていただきたいなというふう

には思うところです。 

 終わります。 

〇議長（内堀千恵子君） ほかに質疑のある方。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 

－－－日程第１６ 議案第１０２号 平成２０年度御代田町簡易水道事業 

                    特別会計補正予算案について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第１６ 議案第１０２号 平成２０年度御代田町簡易水道

事業特別会計補正予算案についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 
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 笠井吉一建設課長。 

（建設課長 笠井吉一君 登壇） 

〇建設課長（笠井吉一君） それでは、議案書の１７ページをお開き願いたいと思います。 

 議案第１０２号 平成２０年度御代田町簡易水道事業特別会計補正予算案につ

いて、ご説明申し上げます。 

 では予算書の１ページをご覧いただきたいと思います。 

 平成２０年度御代田町の御代田町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、

次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正 歳入歳出予算の総額に変更はないものとする。 

 ２ページをお願いいたします。 

 歳出についてですが、款３、繰出金。項１、他会計繰出金。既定額に３８０万円

増額いたしまして、１，５１０万円とするものでございます。これにつきましては、

水道ビジョンの作成委託料あるいは嘱託賃金等小沼簡水との共通経費についての

案分に伴うものでございます。 

 それから款５、予備費。項１、予備費。既定額より３８０万円減額いたしまして、

５５３万円とするものでございます。これにつきましては、いまの繰出金に財源と

しまして予備費より充当するものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより議案に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 

－－－日程第１７ 議案第１０３号 平成２０年度御代田町小沼地区簡易水道 

                  事業特別会計補正予算案について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第１７ 議案第１０３号 平成２０年度御代田町小沼地区

簡易水道事業特別会計補正予算案についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 
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 笠井吉一建設課長。 

（建設課長 笠井吉一君 登壇） 

〇建設課長（笠井吉一君） それでは議案書の１８ページをお開き願いたいと思います。 

 議案第１０３号 平成２０年度小沼地区簡易水道事業特別会計補正予算案につ

いて説明を申し上げます。 

 予算書の１ページをご覧ください。 

 平成２０年度御代田町の小沼地区簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、

次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入、歳出、それぞれ３８０

万円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入、歳出、それぞれ１億２，３６１万

４，０００円とする。 

 ２ページをお願いいたします。歳入についてでございます。 

 款４、繰入金。項１、他会計繰入金。既定額に３８０万円増額いたしまして、

１，６９６万７，０００円とするものでございます。これにつきましては、先ほど

の御代田簡水からのものでございます。 

 次に３ページをお願いいたします。歳出でございます。 

 款１、経営管理費。項１、総務費。既定額より４９万４，０００円減額いたしま

して、７，４３７万２，０００円とするものでございます。これにつきましては、

人件費の調整による減額でございます。 

 款２、建設改良費。項１、建設改良事業費。既定額に５００万円増額いたしまし

て、１，１８１万３，０００円とするものでございます。これにつきましては、民

地に埋設をされておりました本管の移設が必要となりまして、その工事費をお願い

するものでございます。 

 款５、予備費。項１、予備費。既定額より７０万６，０００円減額いたしまして、

８０３万円とするものでございます。これにつきましては、今回補正の財源不足分

を充当するものでございます。 

 以上であります。よろしくお願いいたします。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより議案に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 

－－－日程第１８ 議案第１０４号 平成２０年度御代田町公共下水道事業 

                    特別会計補正予算案について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第１８ 議案第１０４号 平成２０年度御代田町公共下水

道事業特別会計補正予算案についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 笠井吉一建設課長。 

（建設課長 笠井吉一君 登壇） 

〇建設課長（笠井吉一君） それでは、議案書の１９ページをお開き願いたいと思います。 

 議案第１０４号 平成２０年度御代田町公共下水道事業特別会計補正予算案に

ついて、ご説明申し上げます。 

 予算書の１ページをお開き願いたいと思います。 

 平成２０年度御代田町の公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定

めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入、歳出、それぞれ４７４

万３，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入、歳出、それぞれ６億

９，５５４万７，０００円とする。 

 地方債の補正 既定の地方債の変更は、第２表地方債補正による。 

 ２ページをお願いいたします。歳入についてでございます。 

 款１、分担金及び負担金。項１、負担金。既定額に７，１９４万円増額いたしま

して、１億３，９２６万８，０００円とするものでございます。これにつきまして

は、受益者負担金にかかわる新規賦課の増等あるいは一括納入者の増によるもので

ございます。 

 款３、国庫支出金。項１、国庫補助金。既定額より５０万円減額いたしまして、

３，６００万円とするものでございます。これにつきましては、補助事業の入札差

金によります減でございます。 

 款４、繰入金。項１、他会計繰入金。既定額より６，２１９万７，０００円減額
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いたしまして、１億３，１３７万３，０００円とするものでございます。これにつ

きましては、受益者負担金の増により一般会計からの繰入を減額するものでござい

ます。 

 款７、町債。項１、町債。既定額より４５０万円減額いたしまして、１億１，６５０

万円とするものでございます。これにつきましては、先ほどの国庫補助金同様、事

業費減によるものでございます。 

 次に３ページをお願いいたします。歳出についてでございます。 

 款１、土木費。項１、都市計画費。既定額に４７４万３，０００円増額いたしま

して、２億６，６９０万８，０００円とするものでございます。これにつきまして

は、受益者負担金の一括納入者が増えたことによりまして、前納報償金の増額をお

願いするものでございます。 

 次に款２、公債費。項１、公債費。これにつきましては、財源変更のみでござい

ます。 

 次に４ページをお願いいたします。 

 第２表地方債補正でございます。公共下水道事業、限度額を６，６００万円から

６，５５０万円に変更と、それから資本費平準化債、限度額５，５００万円を

５，１００万円にとするものでございます。合計で１億２，１００万円を１億

１，６５０万円といたします。 

 起債の方法、利率、償還方法につきましては、補正前と同様でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより、議案に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 以上で、すべての議案に対する質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっています議案第９２号及び議案第９５号から議案第１０４

号までについては、会議規則第３９条の規定により、お手元に配付してあります議
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案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案付託表のとおり、各常任委員会に付託することに決しました。 

 

－－－日程第１９ 陳情第２５号 介護保険制度の抜本的改善を求める 

                           陳情について－－－ 

－－－日程第２０ 陳情第２６号 所得割重視の国保税（料）を求める 

                           陳情について－－－ 

－－－日程第２１ 陳情第２７号 介護保険料を所得比例中心に 

                 変更することを求める陳情について－－－ 

－－－日程第２２ 陳情第２８号 介護労働者の処遇改善を求める陳情について－－－ 

－－－日程第２３ 陳情第２９号 共済法制定を求める陳情について－－－ 

－－－日程第２４ 陳情第３０号 森林・林業・木材産業施策の 

                 積極的な展開を求める陳情について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第１９ 陳情第２５号 介護保険制度の抜本的改善を求め

る陳情について、日程第２０ 陳情第２６号 所得割重視の国保税（料）を求める

陳情について、日程第２１ 陳情第２７号 介護保険料を所得比例中心に変更する

ことを求める陳情について、日程第２２ 陳情第２８号 介護労働者の処遇改善を

求める陳情について、日程第２３ 陳情第２９号 共済法制定を求める陳情につい

て、日程第２４ 陳情第３０号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開を求め

る陳情については、今定例会に提出され、受理いたしました。お手元に配付してあ

ります陳情付託表のとおり、会議規則第９２条の規定により、所管の常任委員会に

付託したいと思いますので、審査願います。 

 以上で、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

散 会 午後１２時０５分 


